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第２８回「食品の表示に関する共同会議」の議事概要 

 

 

１．委員の出欠 

長野委員が欠席。 

 

２．概要 

 

＜議題１について＞ 

事務局より資料について説明。 

 

座長：共同会議では年に一度見直しするということになっており、昨年 

度は「アルファルファ」と「アルファルファを主な原材料とするも

の」について議論して頂き追加したところである。今回はてん菜に

ついて、規則、告示改正案が示された。てん菜の加工食品には砂糖

の他に、希ではあるが、てん菜の天ぷらなどの調理用の加工食品が

あるとのことである。砂糖については、組み換えられた DNA が検知

できないということなので、今回は「てん菜」と「調理用のてん菜

を主な原材料とするもの」を追加するというご説明をいただいた。 

   昨年のアルファルファと同様の改正だが、内容について、委員の

皆様方からご意見、ご質問等を頂きたい。 

 

渡辺委員：てん菜はビートと言われるが、ボルシチに使用されている 

ビート、普通はテーブルビートと言われているが、これは同じもの 

なのか、全く違うものなのか。 

 

日野参考人：参考資料１－４の別添３（Ｐ１１）をご覧下さい。日本で

一般的にビートと言われているのは飼料用のビート、いわゆるテー

ブルビートであり、これらはフダンソウ、砂糖用のてん菜と、すべ

て植物学上の分類は同一種である。農作物上は食用のビートと砂糖

用のてん菜は違うものとして分けられている。 

 

座長：テーブルビートについて、どのように表示するのか。 
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事務局（表示・規格課足立補佐）：てん菜と分類されるのであれば表示

の対象にはなると考えている。ただし、遺伝子組換えが行われてい

なければ、当然表示する必要はない。仮に料理用で今あるものを使

用していれば表示義務がかかることはない。 

 

座長：今回対象となっている２つの系統のものが、主として砂糖用のて 

ん菜に使うということで、テーブルビートに使用されることがない

とか、それとも近い将来使用することになるのか、今の段階ではっ

きりしたことを言えないとは思うがどうか。 

 

事務局（足立）：実質的には、砂糖用のてん菜とテーブルビートと呼ば

れているものは形態や大きさなど違いあり、流通上も全く異なって

いるし、種子も異なる流通をしているとのこと。昨年のアルファル

ファと似たケースでアルファルファは飼料用で作られたのだが、ス

プラウトなどに使用される可能性もあるということで追加したも

のである。 

括りとしてはてん菜として括られるものは対象となるが、現実問

題として、いわゆる調理に使用されるものについて、現時点として

は、農産物の流通上も種子としても全く別になっているものと考え

ている。 

 

座長：砂糖の製造（工場）は国内であると思うが、原料は国内で栽培さ

れたものなのか、それとも輸入されたものなのか。 

 

事務局（足立）：現時点で、てん菜そのもの、植物体としては輸入はな

いので、国内で製造されているものは国内で栽培されたものを使用 

  して精製されている。ごく希な可能性の議論として、調理用の天ぷ

らなどがあるようなので、その様な加工品が仮に輸入された場合な

どを想定している。 

 

座長代理：ＤＮＡが検出されるか否かについて、実際に遺伝子が組込ま

れたてん菜はサンプルとして使用されていない。遺伝子組換えがさ

れたものからできた加工食品（砂糖）から、組み換えられたＤＮＡ

が検出される可能性はないのか。入った後に追加検査などはしてい
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るのか。 

 

事務局（足立）：遺伝子組換え農産物は開発中のものであり、それを使

った加工食品を幅広く入手することは不可能である。実際に組換え

られた DNA ではなくて、作物として、てん菜に特異的に存在する

DNA が加工食品の中で検出可能かどうかを分析して、対象品目にす

るかどうか決定していくことになっている。その後の調査というの

は特にしていないが、実際に市販品について別途調査を行って確認

していくこととなる。 

 

門間委員：てん菜の場合、種子というのは国内のものなのか、外国のも

のなのか。 

 

日野参考人：専門場所、ビート協会などに聞いたところでは、多くは海

外から輸入されているが、国産の品種もある。 

 

板倉委員：検査結果からすると砂糖用の原料として使用されたてん菜に

ついては、表示の必要がないと読めばよいのか。そうすると、シッ

クジュースなどからは検出されているのだが、この段階のものは、

市場には出回らないということなのか。精製度の低いものが外に出

て行くと検出可能になると思われるがどうか。 

 

日野参考人：８ページのフローを見ていただくとわかるが、それらの中

間精製品は工場から直接送ってもらった試料である。糖度がかなり

低く、非常に腐りやすいため、凍結した状態で送られてきている。

流通する可能性は極めて低いのではないか。 

 

板倉委員：全てが砂糖になるということではなくて、精製されてないも

のが出た場合の表示義務について聞きたい。今は流通していないか

らといって、今後流通しないとは限らないのではないか。 

 

事務局（足立）：現時点で、てん菜が加工品として市場に出回っている

もの、即ち砂糖等については、今回の試験によって検出できないと

いうことで、表示の対象としないこととした。また、現時点で国内
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で遺伝子組換えてん菜が商業栽培される状態にはなく、てん菜を砂

糖原料として輸入することもない状況にあるので、仮に遺伝子組換

えてん菜の輸入や国内での栽培という状態の変化と製造工程が早

い段階のものが流通するということがあれば、改めて対象としての

議論をしていただくことになると思う。 

 

座長：事務局の改正案について、共同会議として特にご異議はないとい

うことでよろしいか。 

 

（異議なし） 

 

座長：共同会議として、厚生労働省は薬事・食品衛生審議会食品衛生分

科会表示部会、農林水産省は農林物資規格調査会総会に改正案のよ

うに「てん菜」及び「調理用のてん菜を主な原材料とするもの」を

表示対象とするように進めていただくことが望ましいと報告させ

ていただく。 

 

＜議題２について＞ 

事務局より資料２について説明 

 

座長：委員の皆様の御手元には机上配付資料として第２４回以降の共同

会議資料があるが、今までの議論を報告書案としてまとめていた

だいた。ここでの議論は品目横断的に、原則を作るということ。

傍聴の皆様に少しご説明しておくと、前回以降、報告書案につい

ては、事務局とのやり取りが何回かあった。今回の報告書案は事

務局から出していただいた第３次案ということになる。事務局か

らの初めの案に対しそれぞれの立場でコメント及び修正を行って

いただき、事務局は意見を取りまとめ第２次案を作っていただき、

更にそれに細かい修正を加えたものを本日出していただいている。

大枠としてはほとんどコメント、修正がなされたものが今回の案

ということになる。 

報告書案は大きく３つに分かれている。原料原産地表示の見直

しの考え方、任意表示をどのように進めたらよいか、今後の見直し

をどのように考えるか、という風にまとめられている。 
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前回の議論では、現時点で新たな考え方を選定するのではなく、 

２０食品群を選定した考え方を基本とするということになった。そ

の上で製造及び流通の実態が変化したものについて、実行可能性等

を考えながら必要であれば品目追加の検討をする。それがⅠで出て

きている。 

「Ⅰ 加工食品の原料原産地の義務表示対象品目の見直し」に

ついてまずご意見をお願いする。 

 

（意見なし） 

 

座長：特に意見がないようだが、これまでの会議でだいぶ議論したとこ

ろなので、Ⅰについては御了承いただいたということとする。 

次に任意での情報提供（Ｐ５）について、このあたりは報告書

案に多く意見をいただき、修正していただいた。具体例もＰ６に

載せていただいている。Ｐ７では表示以外の方法による情報の提

供について、企業の倫理（Ｐ８）についても言及している。ＢＳ

Ｅの問題のときに牛肉の業界で様々な問題があり、表示について

も企業倫理が非常に大事なところである。Ｐ９で、原産地につい

てどのような情報提供を行うか、消費者の取組という項目まで任

意表示についての部分がある。いきなり義務化というのでなく、

できるだけ推進したいということで、食品表示が一体どういう意

味を持つものなのか、どのような役割を持つものなのかについて

言及している。「Ⅱ 任意での情報提供の推進」について、ご意見

があればどうぞ。 

 

小笠原委員：第一に、タイトルのつけ方について、タイトルを読めば中

身にどういうものが書いてあるかわかるように努力されていると

思うが、Ｐ７「３ 表示以外の方法による原料原産地の提供の考え

方」とタイトルがついている部分の中身は、容器包装以外の表示に

ついてであると思うので、「容器包装への表示以外の方法」などと

いうようなタイトルにした方が、中身が分かりやすいのではないか。 

第二に、Ｐ１０注のところで、上記の例①②については、「原材

料表示を行うことができない例示ではなく」とあるが、それが言わ

んとしているのは「このような場合に原料原産地表示を行うことが
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適切ではない例示」ではないかと思う。 

 

事務局（足立）：具体的な表現そのものについては、検討させていただ

きたい。 

 

板倉委員：小笠原委員からご意見いただいているので、表示というのが

容器包装への表示という認識ということでよいのだとは思うが、イ

ンターネットで情報提供する場合には、消費者にとって誤認を招く

ような表示があっても取り締まれないのか。ポップ表示はうそ表示

が多いが、インターネット上の表示についても、薬事法違反を含め

て怪しい表示が多い。情報として正しいものが出る場合は良いが、

消費者をだますような表示があり得ることを考えると、こういった、

インターネット上の情報提供が活発になるだけでは困る。そういう

ことについても配慮していただけると良いのだが。 

 

座長：前回、前々回でも出たが、インターネットでの情報提供はＪＡＳ

法での取締りの対象外ということだったが、インターネットの情報

提供はどのようにコントロールされているのか。 

 

事務局（足立）：基本的にはＪＡＳ法で直ちに取り締まることは難しい。

当然、うそであれば他法令の対象となるが。カタログ、インターネ

ット上の表示については今後の一つの課題である。 

 

座長：先ほどの板倉委員の発言の趣旨では、インターネット上の表示な

ど、容器包装への直接的表示以外のものをむやみにやっていけばい

いものでもないということ。そのあたり少し、どこかそういうニュ

アンスを出すために文言を入れたらどうか。他の委員の皆様からも、

それについての文言が必要であれば、どのあたりにどのような表現

が必要かご提案いただきたい。 

 

事務局（足立）：Ｐ７～８にインターネットでの情報提供のところに「情

報の内容が正確であることや、製造業者等にとって都合の良い情報

のみで構成されることのないことなど、情報提供する内容について

企業としての倫理が求められる。」と書いている部分を、表示以外
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の方法全体に係るように前に移動させてはどうか。 

 

座長：特にご異存がなければそういう風に変えていただければと思う。

その他にお気づきの点はあるか。 

 

板倉委員：自主的な取組として、業界のガイドラインを作るなどの動き

があると表示の適正化が図られる。どこかでそのような動きが読め

るようにしていただけないか。 

 

事務局（足立）：企業が何がしかガイドライン的なものをつくる場合に、

自主的なものについては、例えばインターネットではこういう方法

がある、という示し方が何かあるかもしれないが、義務表示事項に

ついては、仮に公正競争規約のようなものを作っても、品質表示基

準を緩めることはできない。そういうことを考えるとガイドライン

を作ることを報告書に盛り込むことは難しいと考える。 

 

座長：では、Ⅱについては小さい修正をいくつか加えさせていただくこ

ととしたい。 

それではＰ１１からの「Ⅲ 今後の原料原産地表示の考え方等の

見直しについて」の議論に移る。ここでは、見直しの検討時期とい

うのが多少具体的に入っているほか、その他議論の中で折々に出て

きた項目について、今後整理すべき課題について挙げられている。

この部分についてはどうか。 

 

板倉委員：Ｐ１２で消費者の知る権利を尊重することが大前提という文

言があるが、私も表示というものは消費者のためにあるものだと思

っている。しかしここで大前提と書いてあるにもかかわらず、Ｐ３

では「製造・流通の実態」の次に「消費者の関心」が置かれている

こと、また、Ｐ４でも「製造流通の実態が大きく変化した」が前で

「消費者の関心」が後ろに置かれているのは何故なのか。並列であ

ってもやはり消費者の関心なり知る権利が大前提であるとすれば、

「消費者の関心」が前に書かれるべきではないか。 

 

座長：消費者の知る権利と消費者の関心という言葉の使い分けのところ。 
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事務局（消費・安全局 高橋審議官）：消費者の知る権利は大前提であり、

ＪＡＳ法の大きな目的でもある。ただ実際の具体的品目選定に際し

ては、当然実行可能性を考慮してやっていかなければならない。そ

の場合に、Ｐ３のように製造・流通の実態から見て本当に可能であ

るかどうかを考えていかなければならないと言っているだけであ

る。両面から見て考えていかなければならない。 

 

板倉委員：流れというのはそれぞれだと思うが、Ｐ１４の今後のスケジ

ュールの部分で、パブリックコメントを求めること以外に、消費者

の関心で検討を進めるということを考えていただいていることか

らも、当然順番としては、消費者の関心が第一にあって、第二に実

行可能性であろうと考えている。どちらも考慮しなければいけない

が、発想としては消費者の関心がまずあって、その次に実行可能性

が出てくるだろうと思う。 

 

事務局（足立）：基本的には、机上配付資料３の今後の見直しのところ

の「表示の実施状況、製造及び流通の実態、消費者の関心等を踏ま

えて必要な見直しを行うこととしている」に従って、この順番で書

いている。一部案で順序が違っているが、他意があって順番をどう

こうしたわけではない。全く並列のものと考えている。 

 

座長：私が読んだ限りでは、消費者の知る権利というのは普遍的にある

もので、消費者の関心はそのときの状況の変化によって変化する。

大前提としての消費者の知る権利というのは厳然としてあるけれ

ども、関心はその時々によって変わってくる。そのようなことを思

いながら読んだ。その他にご意見等はあるか。 

 

門間委員：現在原料原産地の表示対象品目の拡大の方向性で進んでいる

が、今後考慮すべき点として２点ある。まず１点としては、バック

ヤード、対面販売、輸入品については現在表示対象となっていない

が、平等性の点から、同じ品目については、バックヤードであろう

と対面販売であろうと輸入品であろうと、同じように表示されるべ

きである。輸入品だからできないというのは逆差別。今後考えてい
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かなくてはならない。 

   また、２点目として、原料原産地表示はコストがかかる。コスト

は製品価格に反映されるわけで、経済的には全体として消費者が負

担することになる。従って、義務化はかなり慎重にしていかなけれ

ばならない。あまり多く義務化すると、低価格のものが市場に出に

くくなる。大げさに言うと社会的弱者に対する豊かな食材提供が制

約されることとなるのである。 

以上２点、品目横断的な表示の問題と経済的な問題について、に

おわしておいても良いのではないか。これらは長期的には考えてい

かなければならないと考えている。 

 

小笠原委員：門間委員が指摘されたが、バックヤードや対面販売の際の

原産地表示の問題は、品質表示基準全体にかかることである。品質

表示基準第３条ただし書きで除いているのだが、この品質表示基準

全体を議論する際に議論すべき事項ではないか。 

 

座長：考慮すべき点については、表示全体についての議論として必要な

ものと、原料原産地表示に限って必要なものの、二つの段階がある。

今小笠原委員からのお話であったように、品質表示基準そのものの

前提として議論されなければならないことだと考える。今回は原料

原産地の議論ということになるのではないか。 

 

門間委員：Ｐ１３で「行政だけでなく製造業者等が」とあるが、原料原

産地表示の提供の基本は、第一次生産者がやってくれないと製造業

者はどうしようもない部分がある。この部分に第一次生産者につい

ての文言を入れてほしい。 

 

事務局（足立）：当然のご議論と思う。実際に地方のシンポジウムに行

った時、ＪＡの方から最近は商品仕様書などで、納品先から産地、

原材料名等の様々な情報について求められるとの話も伺ったこと

がある。通常の流通の中で進んでいるものについて、更に検討して

いただく必要があるという意味で書いている。流通の各段階でとい

うことで生産者も入れたい。 
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渡邉委員：Ｐ１２例１で複数の原産国の原材料を切り替えて使用する場

合③に「原産地不明」という表示方法が出ているが、正確にいうと

「原産地特定せず」の方が良いのではないか。例２については原産

地が不明の場合もあると思うが。 

 

座長：それはご指摘のとおり修正できると思う。 

Ⅲの部分については、議論いただいた部分について、若干の修正

をしていただくこととしたい。Ｐ１４今後のスケジュールについて

は、特にご意見がなければこのような形で進めていただきたい。そ

れでは、全体を通して何かご意見等はあるか。 

 

増田委員：板倉委員がきつくおっしゃって下さっているので大丈夫と思

うが、情報は消費者の利益になるものでなくてはならない。Ｐ７～

８にかけての任意表示については性善説が前提になっており、消費

者にとっては不安になる。なぜならば偽装などが引きもきらずに起

こっているという現実があるからである。任意表示は、とてもよい

ツールと思う反面、消費者を混乱に誘っているという面もある。優

良誤認について何か抑えになるものがあってもいい。具体的にどう

すればいいのかというのが思いつかないが。 

 

座長：これは報告書を今後どのように扱うかにも関わってくると思うが、

報告書については今までの議論を踏まえて修正していただいて、委

員の皆様に送っていただくこととするので、最後のご意見について

もぜひ具体化する文言を考えていただき、修正案を事務局に寄せて

いただきたい。 

   修正した案を確認いただいた後、最終的には座長一任ということ

で、私の責任で案を取って報告書という形で出させていただきたい

が、よろしいか。 

では、最後に次回の日程について、事務局よりお願いする。 

 

 

 （事務局から次回の第２９回は追って連絡する旨説明。） 

 

以上 


